
宇和島地区広域事務組合規則第７号

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

令和７年 12 月 23 日

宇和島地区広域事務組合

組合長 岡 原 文 彰



規則第７号

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則の一部を改正する規則を次の

とおり定める。

令和７年 12 月 23 日

宇和島地区広域事務組合

組合長 岡 原 文 彰

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則の一部を改正する規則

（宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則の一部改正）

第１条 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則（令和２年規則第４号）

の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

（読替規定）

第２条 前条の規定により準用する宇和島市の規則中、次の表の

左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読替

える。

２・３ （略）

４ 第１項に定めるもののほか、単純な労務に雇用される会計年

（読替規定）

第２条 前条の規定により準用する宇和島市の規則中、次の表の

左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読替

える。

２・３ （略）

４ 第１項に定めるもののほか、単純な労務に雇用される会計年



度任用職員の給与及び旅費に関する規則（令和元年宇和島市規

則第 20 号。以下「市労務職会計年度任用職員規則」という。）

別表第２を別表第２ のとおり読替える。

別表第１（第２条関係、市会計年度任用職員給与規則第５条関係）

職種別基準表 （略）

別表第２（第２条関係、市労務職会計年度任用職員規則第３条関

係)

職種別基準表 （略）

度任用職員の給与及び旅費に関する規則（令和元年宇和島市規

則第 20 号。以下「市労務職会計年度任用職員規則」という。）

中の読替えは、次の各号のとおり とする。

（１） 市労務職会計年度任用職員規則第２条中「別表第１」

とあるのは「別表第３及び市労務職会計年度任用職員規則

別表第１」と読替える。

（２） 市労務職会計年度任用職員規則別表第２を別表第２

のとおり読替える。

（３） 市労務職会計年度任用職員規則別表第１に備考とし

て、「備考 この表は、清掃作業員、広見斎場管理員に適用

する。」を加える。

別表第１（第２条関係、市会計年度任用職員給与規則第５条関係）

職種別基準表 （略）

別表第２（第２条関係、市労務職会計年度任用職員規則第３条関

係)

職種別基準表 （略）

別表第３（第２条関係、市労務職会計年度任用職員規則第２条関

係）

第２労務職給料表

職務の級 １級

号給 給料月額

1

2

3

4

185,700

187,400

189,100

190,800



5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

192,500

194,200

195,800

197,400

199,000

200,500

202,000

203,500

205,000

206,500

208,000

209,500

211,000

212,400

213,800

215,200

216,600

217,700

218,800

219,900

220,900

221,800

222,700

223,600

224,500



30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

225,300

226,100

226,900

227,700

228,400

229,100

229,800

230,500

231,100

231,700

232,300

233,000

233,500

234,000

234,500

235,000

235,400

235,800

236,200

236,600

236,900

237,200

237,500

237,800

238,100



55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

238,400

238,700

238,900

239,200

239,500

239,700

239,900

240,200

240,500

240,700

240,900

241,200

241,500

241,700

241,900

242,200

242,500

242,700

242,900

243,200

243,500

243,700

243,900

244,200

244,500



80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

244,700

244,900

245,200

245,400

245,700

245,900

246,100

246,400

246,700

246,900

247,200

247,500

247,700

247,900

248,200

248,500

248,700

248,900

249,200

249,500

249,700

249,900

250,200

250,500

250,700



第２条 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

備考 この表は、夜間管理宿直員、施設用務員、調理補助、調理

員、家事支援員、清掃業務職員、洗濯業務職員、宿直支援員に

適用する。

105 250,900

改正前 改正後

（読替規定）

第２条 前条の規定により準用する宇和島市の規則中、次の表の

左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読替

える。

２・３ （略）

４ 第１項に定めるもののほか、単純な労務に雇用される会計年

度任用職員の給与及び旅費に関する規則（令和元年宇和島市規

則第 20 号。以下「市労務職会計年度任用職員規則」という。）

中の読替えは、次の各号のとおり とする。

（１） 市労務職会計年度任用職員規則第２条中「別表第１」

とあるのは「別表第３及び市労務職会計年度任用職員規則

別表第１」と読替える。

（２） 市労務職会計年度任用職員規則別表第２を別表第２

のとおり読替える。

（読替規定）

第２条 前条の規定により準用する宇和島市の規則中、次の表の

左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読替

える。

２・３ （略）

４ 第１項に定めるもののほか、単純な労務に雇用される会計年

度任用職員の給与及び旅費に関する規則（令和元年宇和島市規

則第 20 号。以下「市労務職会計年度任用職員規則」という。）

別表第２を別表第２ のとおり読替える。



（３） 市労務職会計年度任用職員規則別表第１に備考とし

て、「備考 この表は、清掃作業員、広見斎場管理員に適用

する。」を加える。

別表第１（第２条関係、市会計年度任用職員給与規則第５条関係）

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

イ 医療職給料表（２）職種別基準表

ウ 医療職給料表（３）職種別基準表

別表第１（第２条関係、市会計年度任用職員給与規則第５条関係）

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

イ 医療職給料表（２）職種別基準表

ウ 医療職給料表（３）職種別基準表

（略）

職種 基礎号給 上限

職務の級 号給 職務の級 号給

栄養士 1 17 1 27

管理栄養士 1 36 1 46

機能訓練指導員（理

学療法士資格、作業

療法士資格、言語聴

覚士資格、柔道整復

師資格、あん摩マッ

サージ指圧師資格）

職種 基礎号給 上限

職務の級 号給 職務の級 号給

看護補助（准看護師

資格）

1 15 1 23

（略）

職種 基礎号給 上限

職務の級 号給 職務の級 号給

栄養士 1 13 1 23

管理栄養士 1 32 1 42

機能訓練指導員（理

学療法士資格、作業

療法士資格、言語聴

覚士資格、柔道整復

師資格、あん摩マッ

サージ指圧師資格）

職種 基礎号給 上限

職務の級 号給 職務の級 号給

看護補助（准看護師

資格）

1 11 1 19



エ 福祉職給料表職種別基準表 エ 福祉職給料表職種別基準表

看護職員（准看護師

資格）

1 21 1 29

機能訓練指導員（准

看護師資格）

看護補助（看護師資

格）

1 28 1 36

看護職員（看護師資

格）

1 34 1 46

機能訓練指導員（看

護師資格）

職種 基礎号給 上限

職務の級 号給 職務の級 号給

介護補助 1 8 1 16

生活相談員心得（無

資格者）

1 8 1 20

介護職員（無資格

者）

支援員（無資格者）

生活相談員心得（社

会福祉士資格）

1 12 1 24

介護職員（社会福祉

看護職員（准看護師

資格）

1 17 1 25

機能訓練指導員（准

看護師資格）

看護補助（看護師資

格）

1 24 1 32

看護職員（看護師資

格）

1 30 1 42

機能訓練指導員（看

護師資格）

職種 基礎号給 上限

職務の級 号給 職務の級 号給

介護補助 1 1 1 9

生活相談員心得（無

資格者）

1 1 1 13

介護職員（無資格

者）

支援員（無資格者）

生活相談員心得（社

会福祉士資格）

1 5 1 17

介護職員（社会福祉



士資格）

支援員（社会福祉士

資格）

保育士 1 19 1 31

児童指導員（幼稚園

教諭資格）

生活相談員心得（介

護福祉士資格）

1 20 1 36

介護職員（介護福祉

士資格）

支援員（介護福祉士

資格）

生活相談員心得（介

護福祉士資格又は介

護支援専門員資格＋

社会福祉士資格）

1 24 1 36

介護職員（介護福祉

士資格又は介護支援

専門員資格＋社会福

祉士資格）

支援員（介護福祉士

資格又は介護支援専

士資格）

支援員（社会福祉士

資格）

保育士 1 13 1 25

児童指導員（幼稚園

教諭資格）

生活相談員心得（介

護福祉士資格）

1 13 1 29

介護職員（介護福祉

士資格）

支援員（介護福祉士

資格）

生活相談員心得（介

護福祉士資格又は介

護支援専門員資格＋

社会福祉士資格）

1 17 1 29

介護職員（介護福祉

士資格又は介護支援

専門員資格＋社会福

祉士資格）

支援員（介護福祉士

資格又は介護支援専



門員資格＋社会福祉

士資格）

児童指導員（社会福

祉士資格又は小中高

教諭資格）

1 31 1 41

生活相談員心得（介

護福祉士資格＋介護

支援専門員資格）

1 32 1 42

介護職員（介護福祉

士資格＋介護支援専

門員資格）

支援員（介護福祉士

資格＋介護支援専門

員資格）

生活相談員心得（介

護福祉士資格＋介護

支援専門員資格＋社

会福祉士資格）

1 36 1 42

介護職員（介護福祉

士資格＋介護支援専

門員資格＋社会福祉

士資格）

門員資格＋社会福祉

士資格）

児童指導員（社会福

祉士資格又は小中高

教諭資格）

1 25 1 35

生活相談員心得（介

護福祉士資格＋介護

支援専門員資格）

1 25 1 35

介護職員（介護福祉

士資格＋介護支援専

門員資格）

支援員（介護福祉士

資格＋介護支援専門

員資格）

生活相談員心得（介

護福祉士資格＋介護

支援専門員資格＋社

会福祉士資格）

1 29 1 35

介護職員（介護福祉

士資格＋介護支援専

門員資格＋社会福祉

士資格）



別表第２（第２条関係、市労務職会計年度任用職員規則第３条関

係)

職種別基準表

職種別基準表

別表第３（第２条関係、市労務職会計年度任用職員規則第２条関

係）

別表第２（第２条関係、市労務職会計年度任用職員規則第３条関

係)

職種別基準表

職種別基準表

支援員（介護福祉士

資格＋介護支援専門

員資格＋社会福祉士

資格）

職種 基礎号給 上限

職務の級 号給 職務の級 号給

夜間管理宿直員（特別

養護老人ホーム）

1 1 1 1

施設用務員 1 1 1 11

調理補助 1 2 1 10

家事支援員

清掃業務職員

洗濯業務職員

清掃作業員 1 11 1 11

宿直支援員（養護老人

ホーム）

1 15 1 15

調理員 1 14 1 24

調理員（調理師資格） 1 16 1 26

広見斎場管理員 1 36 1 46

支援員（介護福祉士

資格＋介護支援専門

員資格＋社会福祉士

資格）

職種 基礎号給 上限

職務の級 号給 職務の級 号給

夜間管理宿直員（特別

養護老人ホーム）

1 1 1 1

施設用務員 1 1 1 11

調理補助 1 1 1 9

家事支援員

清掃業務職員

洗濯業務職員

清掃作業員 1 11 1 11

宿直支援員（養護老人

ホーム）

1 11 1 11

調理員 1 10 1 20

調理員（調理師資格） 1 12 1 22

広見斎場管理員 1 36 1 46



第２労務職給料表

職務の級 １級

号給 給料月額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

185,700

187,400

189,100

190,800

192,500

194,200

195,800

197,400

199,000

200,500

202,000

203,500

205,000

206,500

208,000

209,500

211,000

212,400

213,800

215,200

216,600

217,700



23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

218,800

219,900

220,900

221,800

222,700

223,600

224,500

225,300

226,100

226,900

227,700

228,400

229,100

229,800

230,500

231,100

231,700

232,300

233,000

233,500

234,000

234,500

235,000

235,400

235,800



48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

236,200

236,600

236,900

237,200

237,500

237,800

238,100

238,400

238,700

238,900

239,200

239,500

239,700

239,900

240,200

240,500

240,700

240,900

241,200

241,500

241,700

241,900

242,200

242,500

242,700



73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

242,900

243,200

243,500

243,700

243,900

244,200

244,500

244,700

244,900

245,200

245,400

245,700

245,900

246,100

246,400

246,700

246,900

247,200

247,500

247,700

247,900

248,200

248,500

248,700

248,900



附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規

則は、令和７年４月１日から適用する。

備考 この表は、夜間管理宿直員、施設用務員、調理補助、調理

員、家事支援員、清掃業務職員、洗濯業務職員、宿直支援員に

適用する。

98

99

100

101

102

103

104

105

249,200

249,500

249,700

249,900

250,200

250,500

250,700

250,900


